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国による「医療機関におけるサイバーセキュリティ確保事業」 

の実施に係る支援対象病院の選定について（依頼） 

 

 このことについて、病院におけるサイバーセキュリティの更なる確保のため、今年度

に引き続き令和８年度においても、国の令和７年度補正予算により、「医療機関におけ

るサイバーセキュリティ確保事業」が実施されます。 

病院におけるサイバーセキュリティの更なる確保のため、外部ネットワークとの接続

点（外部接続点）が多数存在する病院に対して、その適正化（回線の物理的・論理的集

約）まで事業対象を拡充し、維持管理体制づくりの支援をするものです。 

 つきましては、県において、支援対象病院を選定する必要がありますので、参加を希

望される場合は、下記により申し込みをお願いします。 
 

記 

 

１ 事業概要 

  電子カルテシステムを導入している病院を対象に、外部接続点の適正化及び維持管 

理体制づくりに必要な設備導入・構築等に係る経費を補助するもの。 

 

２ 対象病院（以下の全てを満たす必要あり） 

 〇電子カルテシステムを導入していること 

 〇ネットワーク構成図や機器管理台帳を作成していること 

 ※令和８年度中に電子カルテシステムの更改を予定しない病院に限ります。 

※「外部接続点の適正化及び維持管理体制づくり」の支援を受けず、設備導入・構築 

等に係る経費の補助のみを申請することは認められません。 

   

３ 申込方法 

別添様式をメールにて提出 

  メールアドレス：byouin@pref.yamaguchi.lg.jp 

 

４ 提出期限 

  令和８年３月１９日（木） 
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